
1．最高裁判所事件月表 （民事）
令和5年4月分 訟廷事務室統計係

注 上告(オ） ． （行ツ)欄の上段は旧法事件数で、中段は新法事件数で、いずれも外数であり、下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜）欄の下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の新受の下段（ ）数値は、係属事件の内で、当月受理決定のされた事件数であり、既済・未済の下段は、受理決定のあった事件数で内数である。

〔 〕数値は、分配替えがあった事件で新受計・既済計に含まれていない。

(令和5． 5． 16訟統印）

新 受

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

既 済
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未 済
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1月からの累計

新受 既済

総 数 197 176 199 572 181 160 197 538 18 621 681 656 1976 2643 2389

民事総数 169 150 171 490 158 144 173 475 1 534 ､566 567 1668 2273 2137
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2． 最高裁判所事件月表 （刑事）

令和5年4月分

3． 上告事件の既済区分表

(注1） 刑事に関する掲上数は、すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は、上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。

うち級洞l

民間与

うち裁判

国間与

うち破判

員間与

うち哉判

口間与

うち鮫利

口悶与

新 受

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

既 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

未 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

1月からの累計

新受 既済

総 ‘数 102 96 95 293 96 109 63 268 (60) 168 (51) 145 (58) 158 (169） 471 1225 1217
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上
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第一審判決に対するも
の ′
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上告受理申立て

法廷等の秩序維持に閲する

法律に基づく特別抗告

判決訂正申立て

特別抗告申立て

医療観察再抗告

費用補償請求

上訴費用補償謂求の
あったもの

刑事補償請求

訴訟費用免除申立て

刑事雑

没収の裁判の取消し上

告事件．
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民
事
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告
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判 決

決 定
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4． 上告既済事件の審理期間表
令和5年4月分

総
数

受理 年 度 別

5

年

4

年

3

年

2

年

元
年 年

０３

審 理 期 間 別

2月

以内

3月

以内

6月
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1年
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以内

5年

以内
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も の
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､ ﾔ
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